
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

号

国
後
島
北
方
海
域
で
日
本
船
が
拿
捕
さ
れ
た
事
件
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
及
び
邦
人
保
護
に
対
す
る
外
務
省

の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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国
後
島
北
方
海
域
で
日
本
船
が
拿
捕
さ
れ
た
事
件
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
及
び
邦
人
保
護
に
対
す
る
外
務
省

の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
六
七
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
七
年
十
二
月
十
三
日
に
国
後
島
北
方
海
域
で
北
海
道
の
羅
臼
漁
協
所
属
の
刺
し
網
漁
船
四
隻
が
ロ
シ
ア
国
境
警
備

隊
に
拿
捕
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、
「
拿
捕
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
現
在
も
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
乗
組
員

四
名
（
以
下
、
「
乗
組
員
」
と
い
う
。
）
と
船
体
の
返
還
を
求
め
て
の
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
に
つ
い
て
、
現
在
の
進
捗
状
況

を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
で
、
「
乗
組
員
」
を
解
放
さ
せ
る
べ
く
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
ま
た
は
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク

日
本
国
総
領
事
館
よ
り
職
員
を
国
後
島
ま
で
派
遣
し
、
直
接
解
放
を
強
く
求
め
、
交
渉
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
問
い

に
対
し
て
、
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
三
五
号
）
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
乗
組
員
の
解
放
に
関
す
る
ロ
シ
ア
側
の
意
思
決
定
は
モ
ス
ク
ワ
の
中
央
当
局
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
外
務
省
と
し
て
、
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
、
ま
た
、
そ
の
他
の
外
交
経
路
を
通
じ
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府

に
対
し
、
だ
捕
さ
れ
た
船
体
及
び
乗
組
員
全
員
の
即
時
解
放
を
累
次
に
わ
た
り
求
め
て
お
り
、
外
務
省
職
員
を
国
後
島
に
派

一



遣
す
る
と
の
考
え
は
有
し
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
乗
組
員
」
解
放
の
意
思
決
定
は
ロ
シ
ア
の
中

央
政
府
に
お
い
て
な
さ
れ
る
に
し
て
も
、
外
務
省
職
員
が
直
接
国
後
島
に
行
き
、
現
地
当
局
と
も
「
乗
組
員
」
の
解
放
に
向

け
た
交
渉
を
行
う
こ
と
は
、
「
乗
組
員
」
解
放
実
現
の
た
め
に
有
効
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
外
務
省
職
員
が
国
後
島
に
て

「
乗
組
員
」
と
接
し
、
精
神
的
ケ
ア
に
努
め
る
こ
と
も
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見

解
如
何
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
ロ
シ
ア
国
境
警
備
局
に
拿
捕
さ
れ
た
根
室
の
カ
ニ
か
ご
漁
船
第
三
十
一
吉

進
丸
の
船
体
の
我
が
国
へ
の
返
還
（
以
下
、
「
船
体
の
返
還
」
と
い
う
。
）
が
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
外

務
省
は
「
外
務
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
御
指
摘
の
船
体
の
引
渡
し
を
求
め
て
外
交
経
路
等
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間

で
交
渉
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ

ア
連
邦
と
の
間
の
今
後
の
交
渉
に
支
障
を
来
す
こ
と
か
ら
、
差
し
控
え
た
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
外
務
省
は
右
答
弁

を
繰
り
返
し
、
実
際
の
交
渉
の
進
展
具
合
等
に
関
す
る
情
報
を
開
示
せ
ず
、
ロ
シ
ア
側
と
の
交
渉
に
支
障
を
来
す
こ
と
を
気

に
か
け
て
い
る
一
方
で
、
未
だ
「
船
体
の
返
還
」
が
実
現
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

四

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
「
北
方
四
島
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
国
民
の
意
識
を
含
む
北
方
四
島
に
お
け
る
情
勢
の
把
握

二



に
努
め
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
外
務
省
は
ど
の
様
な
方
策
を
も
っ
て
北
方
四
島
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア

系
住
民
の
意
識
を
含
む
情
勢
の
把
握
に
努
め
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
二
〇
〇
七
年
八
月
に
北
海
道
根
室
港
を
出
港
し
た
北
方
領
土
墓
参
団
（
以
下
、
「
墓
参
団
」
と

い
う
。
）
が
国
後
島
ラ
シ
コ
マ
ン
ベ
ツ
墓
地
へ
の
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
そ
の
理
由
を
ロ
シ
ア
側
に
問
い
質

し
、
抗
議
を
し
て
い
る
の
か
と
の
問
い
に
対
し
、
「
外
務
省
と
し
て
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
累
次
に
わ
た
り
、
御
指
摘
の
墓
参

団
の
ラ
シ
コ
マ
ン
ベ
ツ
墓
地
へ
の
上
陸
訪
問
の
中
止
に
つ
い
て
遺
憾
の
意
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
外
務
省
か
ら
の
遺
憾
の
意
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
は
ど
の
様
な
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
具
体

的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

六

「
拿
捕
事
件
」
、
「
船
体
の
返
還
」
、
そ
し
て
「
墓
参
団
」
の
上
陸
拒
否
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
解
決
、
真
相
究
明
が
実
現

す
る
兆
し
は
未
だ
見
え
な
い
が
、
外
務
省
は
真
剣
に
ロ
シ
ア
側
と
交
渉
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
う
や
む
や
な
ま

ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
風
化
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


